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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 
カラス、ムクドリ、キジバト、ドバト、スズメ、 
タヌキ、ハクビシン、イノシシ 

 計画期間 令和４年度～令和６年度 
 対象地域 新潟市 

 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和２年度） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

品 目 被害数値 

面積（ha） 金額（千円） 

カラス 野菜，果樹，豆類，水稲 １０７.２ ４３,２８０ 

ムクドリ 果樹，豆類 ２８１.５ ２７,５７７ 

キジバト、ドバト 野菜，果樹，豆類 ４３.５ １０,３３９ 

スズメ 水稲，果樹 ３５.２ ６,９１５ 

タヌキ 
野菜，豆類，雑穀，いも

類 
２０.８ ６,０５６ 

ハクビシン 
野菜，果樹，いも類，豆

類，雑穀 
２.１ ４,１４４ 

イノシシ 果樹，いも類 ０.４ ９３ 

合計  ４９０.７ ９８,４０４ 

 

（２）被害の傾向 

本市は、新潟平野の中心に位置し、地域のほとんどが平坦な土地である。 

土地は信濃川、阿賀野川の大河の堆積による肥沃な土壌を基盤に、市街地と

その外縁部の農業地帯、海岸線に連なる砂丘地帯（畑・松林）に大別される。 

 このような市域の特徴から獣類の生息が少ないこと、市街地の公園や海岸林

がカラス等鳥類の営巣地になっていることより、本市の農作物被害は、カラス

やムクドリなど鳥類によるものが中心である。 

○カラス 

 市内全域で農作物全般に被害があり、江南区、南区では果樹、西区、西蒲区

では豆類や野菜の被害が大きい。 

また、水稲でも被害がみられ、苗の踏みつけや直播後のカルパーコーティン

グ種子の穿り出しによる減収被害が発生している。 
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○ムクドリ 

 果樹への被害（江南区、南区、西蒲区）が９割以上を占めており、被害は近

年増加傾向で推移している。 

○キジバト、ドバト 

 大豆及び枝豆など豆類は西区、西蒲区で、果樹は江南区、南区で、野菜は西

区で被害が発生している。 

○スズメ 

 西区、西蒲区では、出穂期から収穫期にかけて、水稲への食害がある。 

○タヌキ、ハクビシン 

 農作物被害は、果樹地帯や海岸沿いの畑地・園芸地帯で発生しているほか、

住宅地では生活環境被害が発生している。 

〇イノシシ 

 西蒲区において越前浜地区付近や市内の住宅地等での目撃情報が寄せられて

いる。農作物被害では砂丘畑地帯等で掘り起こしがみられる。 

 
（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

カラス 
面積１０７.２ha 

金額４３,２８０千円 

面積９６.５ha 

金額３９,０００千円 

ムクドリ 
面積２８１.５ha 

金額２７,５７７千円 

面積２５３.４ha 

金額２４,８００千円 

キジバト、ドバト 
面積４３.５ha 

金額１０,３３９千円 

面積３９.２ha 

金額９,３０５千円 

スズメ 
面積３５.２ha 

金額６,９１５千円 

面積３１,７ha 

金額６,２００千円 

タヌキ 
面積２０.８ha 

金額６,０５６千円 

面積１８.７ha 

金額５,５００千円 

ハクビシン 
面積２.１ha 

金額４,１４４千円 

面積１.９ha 

金額３,７００千円 

イノシシ 
面積０.４ha 

金額９３千円 

面積０.３ha 

金額８３千円 

合計 
面積４９０.７ha 

金額９８,４０４千円 

面積４４１.７ha 

金額８８,５８８千円 

※目標値は現状値のおよそ９０％とする。 
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（４）従来講じてきた被害防止対策 
 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等に関する

取組 

【鳥類】 

 猟友会による捕獲の実施 

【獣類】 

 農作物への対策は特に実施

していない 

・高齢化による猟友会員の減少

に対応した担い手の育成 

・農家への被害防止対策の啓発

が不十分 

・より精度の高い農業被害状況

の把握 

防護柵の設置等

に関する取組 

反射テープや防鳥獣ネットの

設置などの取組を行うよう促

し、有害鳥獣を寄せ付けない

環境作りの推進 

・農家への被害防止対策の啓発

が不十分 

・より精度の高い農業被害状況

の把握 

生息環境管理そ

の他の取組 
― ― 

 
（５）今後の取組方針 

農家・地域住民等に反射テープや防鳥獣ネットの設置など被害防止対策の取

組を行うよう促し、有害鳥獣を寄せ付けない環境づくりに努める。 

 野生鳥獣による農作物の被害状況については、より精度の高い農業被害の把

握に努めるとともに、鳥獣の生息環境を勘案し、効果的に有害鳥獣の捕獲を実

施する。 

 また、より効果的な対策を講じていくために、実態に即した被害状況把握に

係る研修会の開催、担い手育成対策を検討していく。 

【カラス、ムクドリ、キジバト、ドバト、スズメ】 

 現在実施している猟友会による捕獲を継続実施し、被害抑制を図る。 

【タヌキ、ハクビシン、イノシシ】 

 今後、地区ごとの被害状況を見ながらはこわなによる捕獲を実施する。 

 なお、生活環境被害対策については、現制度を継続し被害抑制を図る。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

○カラス、ムクドリ、キジバト、ドバト、スズメ 

 各区農業振興協議会や各農業協同組合から猟友会に捕獲を依頼し、同猟友会

員が主に農作物収穫前の適正時期に、銃器による捕獲を行う。 

○タヌキ、ハクビシン 

 猟友会や民間企業等の免許所持者により、はこわなを設置し、捕獲を行う。 

〇イノシシ 

 猟友会等の免許所持者により、はこわなを設置し、捕獲を行う。 
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（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和４年度 カラス、ムクドリ、キジ

バト、ドバト、スズメ 

被害状況を把握し、効果的な被害防止

に取り組むため、関係機関と連携・協力

して、農家等に被害防止対策を啓発 

タヌキ、ハクビシン  被害状況把握研修会の開催 

 被害報告に応じ、効果的に捕獲を実施 

 被害の防止に向け、必要な機械等の導

入を推進 

イノシシ 被害状況を把握し、効果的な被害防止

に取り組むため、関係機関と連携・協力

して、農家等に被害防止対策を啓発 

被害の防止に向け、必要な機械等の導

入を推進 

令和５年度 カラス、ムクドリ、キジ

バト、ドバト、スズメ 

被害状況を把握し、効果的な被害防止

に取り組むため、関係機関と連携・協力

して、農家等に被害防止対策を啓発 

タヌキ、ハクビシン  被害状況把握研修会の開催 

 被害報告に応じ、効果的に捕獲を実施 

 被害の防止に向け、必要な機械等の導

入を推進 

イノシシ 被害状況を把握し、効果的な被害防止

に取り組むため、関係機関と連携・協力

して、農家等に被害防止対策を啓発 

被害の防止に向け、必要な機械等の導

入を推進 

令和６年度 カラス、ムクドリ、キジ

バト、ドバト、スズメ 

被害状況を把握し、効果的な被害防止

に取り組むため、関係機関と連携・協力

して、農家等に被害防止対策を啓発 

タヌキ、ハクビシン  被害状況把握研修会の開催 

 被害報告に応じ、効果的に捕獲を実施 

被害の防止に向け、必要な機械等の導

入を推進 

イノシシ 被害状況を把握し、効果的な被害防止

に取り組むため、関係機関と連携・協力

して、農家等に被害防止対策を啓発 

被害の防止に向け、必要な機械等の導

入を推進 

 
 



 

6 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

対象鳥類については、過去３ヶ年の捕獲実績をもとに、捕獲計画数を設定す

る。 

タヌキ、ハクビシン、イノシシについては、被害情報を基に捕獲することと

し、数値設定はしない。 

 

対象鳥類 
過去３ヶ年の 

捕獲平均値（羽） 
対象鳥獣 

過去３ヶ年の 

捕獲平均値（頭） 

カラス ７６６ タヌキ ７ 

ムクドリ ３,２２２ ハクビシン ２１ 

キジバト  ２７１ 
イノシシ ４ 

ドバト   ４４２ 

スズメ    １０５ 
獣類計 ３２ 

鳥類計 ４,８０６ 
 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等（羽、頭） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

カラス ７７０ ７７０ ７７０ 

ムクドリ ３,３００ ３,３００ ３,３００ 

キジバト   ３００   ３００   ３００ 

ドバト  ４５０ ４５０  ４５０ 

スズメ １１０ １１０ １１０ 

タヌキ 
被害情報をもとに

捕獲 

被害情報をもとに

捕獲 

被害情報をもとに

捕獲 

ハクビシン 
被害情報をもとに

捕獲 

被害情報をもとに

捕獲 

被害情報をもとに

捕獲 

イノシシ 
被害情報をもとに

捕獲 

被害情報をもとに

捕獲 

被害情報をもとに

捕獲 

 

 捕獲等の取組内容 

○カラス、ムクドリ、キジバト、ドバト、スズメ 

 主に農作物収穫前の適正時期に、銃器による捕獲を行う。 

○タヌキ、ハクビシン、イノシシ 

 被害情報を基に、はこわなを設置して捕獲を行う。 
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 ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

ライフル銃による捕獲については、山や高い土手の斜面などに向かって撃つこ

とで、射線上の安全が確認される場合においては有効である。今後も被害防止

に向けた人材確保に取り組む。 

 
（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

― ― 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

     年度      年度      年度 

― ― ― ― 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 
年度 対象鳥獣 取組内容 

― ― ― 

 
５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

― ― ― 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

― ― 

 

（２）緊急時の連絡体制 

― 

 
７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲後は、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は現場埋設等、

適切な方法で処理するものとする。 
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８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 
効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

― 

 

 
（２）処理加工施設の取組 

― 

 
 
（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

― 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 被害の動向により設置するか検討する。 

構成機関の名称 役割 

― ― 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

関係農業協同組合 

（JA新潟市、JA新潟かがやき） 

・各地区の被害状況の把握 

・農家へ被害防止対策の指導及び情報提供 

新潟県農業共済組合 本所 

新潟県農業共済組合 下越支所 

・各地区の被害状況の把握 

・農家へ被害防止対策の指導及び情報提供 

新潟県猟友会各支部 

（新潟北支部、東新潟支部、中蒲西

支部、西新潟支部、西蒲原支部） 

・各地区の被害状況の把握 

・有害鳥獣の捕獲 

新潟県各警察署 

（新潟署、新潟北署、新潟東署、新

潟中央署、江南署、新潟西署、秋葉

署、新潟南署、西蒲署） 

・有害鳥獣捕獲による事故防止及び安全確保

に関する連携 

・有害鳥獣捕獲による事故防止のための安全

指導 

新潟県新潟地域振興局農林振興部 

新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 

新潟県新潟地域振興局企画振興部 

・関係団体へ被害防止対策の指導、助言及び

情報提供 

新潟県環境局環境対策課 

新潟市環境部環境政策課 
・各区の生活環境被害状況の情報収集 

・有害鳥獣捕獲等の許可 

新潟市農林水産部農林政策課 
・各区の農作物被害状況の情報収集 

・関係団体と連携協力し被害防止対策を啓発 

※協議会は設置しないが、上記関係機関と連携して対策を実施する。 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 被害の動向により設置するか検討する。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 農家・地域住民等に被害防止対策の取組を行うよう啓発し、有害鳥獣を寄せ

付けない環境づくりをする。 

また、農業を取り巻く環境の変化に応じて、本計画を関係機関と協議して見

直し、より効果的な対策の実施に努める。 

 
１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 

関係機関・団体で協力、連携しながら情報の共有化と被害防止対策の普及啓

発を行う。 


